
はじめに

　本書は、自治体の契約事務をわかりやすく解説した入門書です。自治体
契約制度の運用には、専門的な用語も使われますので、巻末に自治体契約
関係用語集を掲載しました。
　どのような部署、職層でも、自治体職員になった以上は欠かせない知識
があります。それは、予算制度であり契約事務です。その理由は、職員の
配属先には必ず予算が存在し、自治体は予算を執行することで、行政サー
ビスを提供しているからです。この最初の手続きが契約事務になります。
　しかしながら、実際には、契約事務の知識を初歩から学ぶ機会がないま
ま、いきなり実務を担当しなければならないこともあります。また、契約
事務の中には、かなり難解な制度があることも事実です。特に、契約関係
の条例・規則や契約関係書籍は、難解な言葉が多く、わかりにくい一面が
あります。これが原因で、契約事務に対して苦手意識を持っているという
方も多いのではないでしょうか。
　ただ、いくら契約制度が複雑だと言っても、段階を追って学んでいけば
決して難しくはありません。誰でも必ず、適切で効率的な契約事務の運用
ができるようになります。本書はそのための入門書です。
　本書では、契約事務に関しての知識がゼロからでも読めるよう、なるべ
く専門用語を使わずに解説しています。また、 1 テーマを 1見開きで解説
していますから、日々の業務でわからない部分を検索しながら学習するこ
とができます。本書を契約事務について学ぶ最初の一冊として活用してい
ただければと思います。
　契約制度の知識は自治体職員の基礎体力といっても良いでしょう。若い
うちに契約制度をマスターすることで、自分自身の活躍の道を開くことに
なります。
　さらに、契約制度の知識を身につけることは、担当者が自分自身の身を

守ることにもつながります。契約事務において、知識不足が原因で重大な
ミスを発生させてしまうと、自治体の信用を大きく失墜させることになり
ます。公共施設などの整備が遅延すれば、住民生活にも悪影響が及びます。
職員一個人としても責任を追及されることになります。
　自治体の行政サービスは、福祉から教育、環境、防災、都市計画などま
で幅広く提供されています。また、老朽化した公共施設の修繕や小中学校
の建替えなど大きな公共事業も自治体の役割です。
　これらの業務に契約制度の知識は欠かせません。そして、契約手続きは
透明性を重視し、決して、担当者の恣意的な運用があってはなりません。
制度を公平・公正に運用することが求められます。
　契約の際には、競争性のある制度によって、経費の一番かからない相手
方を決定することになります。しかし、「安かろう悪かろう」では、結果
的に税金の無駄遣いになることも考えられます。「良い相手方を適正な価
格で選定すること」。自治体の契約事務の基本をわかりやすい言葉で表現
すると、このようになります。
　本書は、自治体職員だけでなく、自治体の契約相手方となる事業者にも
参考にしていただけることを期待しています。
　自治体と契約の相手方とは対等な関係です。したがって、お互いが契約
制度の基本を理解することで、契約事務がスムーズに行われることになり
ます。これが満足度の高い行政サービスに結びつきます。
　本書が自治体職員の成長とともに、適切な行政サービスの提供に役立つ
よう願っています。

 令和 5年 7月
 樋口満雄
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 自治法に規定される四つの契約方法とは ?

　自治体契約の基本ルールは、自治法第234条に規定されています。この
規定によって、一般競争入札、指名競争入札、随意契約、せり売りの四つ
の契約方法が認められています。このうち、せり売りは動産の売払いの場
合に運用されます。
　行政サービスを提供するための契約は、物品の購入契約、業務委託契約、
公共工事の請負契約になりますが、いずれもせり売り以外の三つの契約方
法を基本に運用されるということになります。
　また、使用しなくなった公共用地の売却手続きにおいても、契約制度を
活用します。この場合は、特別な理由があれば、随意契約になりますが、
多くは一般競争入札の手続きによって売却先を決定することになります。

 一般競争入札が原則であることに留意しよう

　自治法第234条第 2 項の規定では、指名競争入札、随意契約、せり売り
は政令に定める場合に限り実施できることになっています。この三つの契
約方法は、自治令に定める条件が付され、運用が限定されています。
　つまり自治体の契約は、一般競争入札が原則であり、指名競争入札、随

図表 4 - 1　四つの基本的な入札方法の特徴

契約方法 原則 or 例外 活用される場面
一般競争入札 原則 物品の購入契約、業務委託契約、

公共工事の請負契約、公共用地の
売却手続きなど

指名競争入札
例外随意契約

せり売り 物品の売払いなど

1 一般競争入札が原則

45第 4章　自治体契約の制度と特徴

意契約、せり売りは例外であることになります。この原則をしっかりとお
さえておいてください。
　では、なぜ一般競争入札が原則になっているのでしょうか。自治体契約
は基本的に価格競争によって落札者を決定します。これは、住民負担であ
る税金を使うため、その経済性を追求したものと考えられます。一般競争
入札であれば、多くの事業者が入札に参加することができ、その結果とし
て競争性が高まります。
　個人の契約では、一般競争入札のような形態を常時とることは難しいと
考えられますが、価格比較による経済性を重視する点は共通しています。
　一般競争入札のメリットとしては、機会均等の原則に則り、透明性、競
争性、公正性、経済性を最も確保することができることがあげられます。
しかし、デメリットとしては、契約担当者の事務上の負担が大きく、時間
と経費がかかることがあげられます。100者の入札があった場合などは、
事務処理の負担が大きくなります。また、参加事業者が多いと、不良・不
適格業者の混入する可能性が高くなるかもしれません。
　このように、一般競争入札にはメリットとデメリットがあります。どの
ような制度を用いても100％完璧ではなく、良い点もあれば、マイナス面
もあることに注意しましょう。

 制限付き一般競争入札を実施できる

　一般競争入札には、自治令の規定によって、参加制限を設けることがで
きます（制限付き一般競争入札）。特に公共工事の場合は、工事の技術力
が重要になるため、過去に同じ種類の工事実績があることを参加条件にす
る場合があります。また、地域活性化や地元事業者育成を目的として、事
業者の本社の住所が当該自治体区域内であることなどの参加条件を設ける
ことも考えられます。

POINT

自治体では競争性を大事にした一般競争入札が原則
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 複数年度にまたがるときに便利な制度

　自治体で具体的な事業を企画立案する場合、最初に、事業完了に要する
期間、予算、推進手法を検討します。もし、事業が単年度で完了しないと
見込まれる場合、予算編成時点において、継続費又は債務負担行為の手法
を検討します。
　自治体の契約制度は、会計年度に従って契約することが基本です。
　しかし、自治体の行政サービスは、一会計年度で終了するものだけでは
ありません。例えば、ごみ収集業務は毎年継続しています。広報の配布、
庁舎の清掃なども同様です。継続した行政サービスの提供には、毎年度、
同様の予算を計上し、契約事務を行う必要があるわけです。
　ところが、毎年度同様の契約事務を行うのでは、事務的な負担が伴い、
事務効率が悪いということになります。また、庁舎建設や小中学校の建替
えなど大きな公共事業は、単年度では完了しません。相当長い工期が設定
される公共事業もあります。
　そこで、 3～ 5年間など複数年度の契約ができる制度が用意されていま
す。複数年度契約をするためには、その間の予算を確保し議会の議決を得
なければなりません。この予算制度が自治法に規定されています。

 複数年度契約を実施する為の予算とは ?

　自治体契約は、歳出予算に基づく単年度契約が基本になっています。複
数年度の契約をするためには、継続費、債務負担行為を設定する必要があ
ります。
　継続費及び債務負担行為は、いずれも予算の種類ですから、議会の議決
が必要な制度です。職員が勝手に運用することはできません。

5
継続費・債務負担行為の
複数年度契約を活用する

111第 7章　契約制度の徹底活用術

①　継続費の仕組み
　継続費は、事業名、年度、年割額が予算としての議決項目になってい
ます。継続費の運用は、実際には、公共事業などのうち、国庫補助対象
事業や地方債対象事業の場合に便利な制度です。契約時に各年度の出来
高が契約書に記載されますから、国庫補助金の申請や地方債手続きがし
やすくなるわけです。

②　債務負担行為の仕組み
　債務負担行為は、事業名、年度、予算の限度額が議決項目になってい
ます。委託事業等の契約に便利です。毎年度、同様のサービスが継続す
る事業（ごみ収集業務委託・施設清掃業務委託など）について、毎年度
の契約事務の効率化、経費の削減などを目的にして、実施されることが
多い制度です。
　債務負担行為の設定は、図表 7 - 2 のように期待される効果もあり、
自治体契約の適正化を図る方法の一つとなっています。

　債務負担行為を設定する事業の選定にあたっては、毎年度、事業の仕様
の変更が無いものの中から選定することがポイントです。設定年度は、お
おむね 3年から 5年が望ましいと考えられます。

図表 7 - 2　債務負担行為で期待される効果

発注側（自治体） 受託側

事務の効率化 契約事務が数年に一度で済む。 見積り、受託準備が数年に一
度で済む。

経費の削減 従来に比較し契約額が下がる
ことが期待できる。

設備投資、人員確保の面から
入札額を低く抑えられる。

透明性の確保 債務負担行為の予算審議によ
り内容の透明化が図れる。

入札により、公正性・透明性
が図れる。

POINT

複数年度契約には、継続費と債務負担行為を活用
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